令和７年度　川越町高齢者定期予防接種　実施要領
（高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種）
１．目的

予防接種法第５条に基づき、個人の発病・重症化防止、又はその発生及びまん延の予防に資することを目的とする。
２．対象者

川越町に住民登録がされている下記の者(必ず、資格証明書等で住所を確認すること)
（１）接種日当日に65歳以上の者
（２）接種日当日に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者。（資料１）
　　
３．実施期間　　
令和７年10月1日(水)～令和８年１月31日(土)
　４.予防接種の実施について
高齢者インフルエンザ予防接種
・接種料金（自己負担・・・医療機関窓口徴収金）
1， ２００円　但し、対象者のうち、生活保護世帯は無料とする。
・接種方法

インフルエンザHAワクチン0.5ｍｌを皮下に１回接種する。
委託料単価

	委託料
	４，４１３円（うち消費税相当額４０１円）

	予診のみ委託料
	１，９０７円（うち消費税相当額１７３円）


高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種
・接種料金（自己負担・・・医療機関窓口徴収金）
　　　　４，７００円　但し、対象者のうち、生活保護世帯は無料とする。
・接種方法

各ワクチン製剤の説明書に記載された容量を筋肉内に１回接種する。
（ワクチンは、ファイザー社・モデルナ社・武田薬品工業の1価LP.8.1対応ワクチン、第一三共社・MeijiSeikaファルマ社の1価XEC対応ワクチンを使用する）
委託料単価　
	委託料
	１５，７９６円（うち消費税相当額１，４３６円）

	予診のみ委託料
	３，２０１円（うち消費税相当額　２９１円）


５．実施場所

川越町が予防接種を委託する医療機関で実施し、実施日時は各医療機関で指定すること
　　　ができるものとする。
６．公費接種回数

いずれも１回接種とする。※２回目接種希望者は全額自己負担による任意接種とする。
７．接種液

　　（１）接種液の使用に当たっては、表示された接種液の種類、有効期限内であること及び異常な混濁、着色、異物の混入その他の異常がない旨を確認すること。

（２）接種液の貯蔵は、生物学的製剤基準の定めるところによるほか、所定の温度が保たれていることを温度計によって確認できる冷蔵庫等を使用する。

また、凍結させないことなど、添付文書を確認の上、適切に貯蔵する。

８．予診票の取り扱い
（１）川越町の予診票により接種を受け付ける。
　　　※生活保護世帯者は、予め町より配布した無料の予診票を使用する。
（２）接種後、予診票の医療機関記入欄に記入もれ（使用ワクチン名、ロットナンバー、実施場所、接種医師名、接種年月日等）がないかをよく確認する。

※自筆できない場合は代筆者が被接種者氏名を記入し、代筆者氏名及び被接種者との続柄を記載する。

（３）対象者が60歳以上65歳未満の場合は、資料１　高齢者インフルエンザ予防接種高齢者及び新型コロナウイルス感染症予防接種の対象者を確認し、医師記入欄の□にチエックする。　
（４）接種医療機関により提出された予診票は、町（健康推進課）において５年間管理・保存する。

９．予診

（１）接種医療機関及び接種施設において、問診、検温、視診、聴診等の診察を接種前に行

い、予防接種を受けることが適当でない者又は予防接種の判断を行うに際して注意を

要する者に該当するか否かを調べること。

【確認する事項】
①被接種者もしくは、代筆者が予診票に署名していること。
②被接種者の当日の体調が、予防接種の不適当な状態ではないこと。
（２）予診の結果、異常が認められ、予防接種不適当者並びにこれらに該当する疑義のある者と判断される者に対しては、当日は接種を行わないこと。
（３）予防接種の判断を行うに際して注意を要する者については、被接種者の健康状態及び体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明に基づく同意を確実に得ること。

１０．予防接種を受けることが適当でない者（予防接種不適当者）
（１）接種当日、明らかな発熱を呈している者（明らかな発熱とは、通常37.5℃以上を指す）
（２）重篤な急性疾患にかかっている者
（３）予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことが明らかな者

（４）その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
１１．予防接種の判断を行うに際し、注意を要する者（予防接種要注意者）
（１）（新型コロナウイルス感染症の場合）抗凝固療法を受けている人、血小板減少症又は、凝固障害のある者
（２）心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する者
（３）予防接種で、接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う病状を呈したことがある者（インフルエンザの定期接種においては、接種不適当者になることに注意する。）
（４）過去にけいれんの既往のある者
（５）過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者

（６）（インフルエンザの場合）間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する者

（７）接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者
※判断に迷う場合は、予防接種センターに相談する。
１２．領収書及び接種済証明書の交付

　　　　　接種後、医療機関は被接種者の接種済の証明及び自己負担者には領収の証明を行うため、予診票のきりとり線以下に記入、捺印の上、きりとり線で切り離し被接種者に渡す。これが「予防接種済証明書」を兼ねる。
１３．副反応の報告（予防接種後副反応疑い報告制度） 

予防接種法に基づく予防接種による健康被害又はその疑いのある患者を診察した場合、医師は次の事項に注意する。

(１)予防接種法に基づく予防接種による副反応で、別紙様式１「予防接種後副反応疑い報告基準」に該当する臨床症状のあった場合は、直ちに別紙様式１「予防接種後副反応疑い報告書」（又は国立感染症研究所のホームページよりダウンロードできる予防接種副反応疑い報告書入力アプリにて作成した様式）を用い、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「機構」という。）へＦＡＸ（ＦＡＸ番号： 0120－176－146　）にて報告する。または、電子報告システム（報告受付サイト）にて報告する。 　URL:https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html
また、重篤な症状の場合（死亡・障害またはそれにつながるおそれのあるもの）については川越町健康推進課（健康管理センター）（059-365-1399）にも報告すること。その際、健康被害者の個人情報の取り扱いには十分配慮すること。
(２)報告基準となる症状及び記入要領ついては、機構のウェブサイトを参照すること。
報告基準となる症状（※各症状の概要）
URL:https://www.pmda.go.jp/files/000239772.pdf
　　
記入要領
URL:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/hukuhannou_houkoku/dl/r04youshiki_03.pdf
（３）被接種者又は家族から詳しく問診し、既往疾患を把握するとともに、主要症状についてはその概要を詳細に記載すること。特に、別表にある代表的な臨床所見があった場合には、それに応じた代表的な検査の結果もあわせて記載すること。

（４）本制度は、予防接種との因果関係の有無に関係なく予防接種後に健康状況の変化をきたした症例について報告を行うものであり、これらの症例の中には、予防接種によって引き起こされた反応だけでなく、予防接種との関連性が考えられない紛れ込み事例も含まれるため、「予防接種健康被害救済制度」と直接結びつくものではない。

１４．予防接種健康被害救済制度について
予防接種による健康被害者からの健康被害救済に関する請求について、当該予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定した場合、川越町長は健康被害に対する給付を行う。給付内容の種類は、医療費・医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料である。
　
１５. 他の予防接種を受けている場合の接種間隔
　　  　２種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種（混合ワクチン・混合トキソイドを使用する場合は、1つのワクチンと数え、同時接種としては扱わない。）は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる。なお、複数のワクチンを混合して、同じ注射器内に入れて接種（混注）してはならない。
　　　　新型コロナワクチンの接種については、インフルエンザの予防接種と同時接種を行うことはできる。
１６．委託料請求

　  （１）接種済の予診票は一旦医療機関が保管し、１か月間の実施分ごとにとりまとめ、請求　

　 　　　 書を添えて当月分を翌月の10日までに町（健康推進課）に提出する。
（２）町（健康推進課）は、提出された請求書と予診票により実績を確認し、提出された請求書により、委託料を各医療機関の指定した口座に振り込むものとする。
１７．その他詳細については、「B類疾病予防接種ガイドライン（2025年度版）」参照のこと。

資料１　高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種対象者
川越町に住民記録がされている下記の者

（１）接種日当日に65歳以上の者

（２）接種日当日に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者。
※1心臓機能障害

（１）次のいずれか２つ以上の所見があり、かつ、安静時又は自己の身辺の日常生活活動でも心不全症状、狭心症症状又は繰り返しアダムスストークス発作が起こるもの。

①胸部エックス線所見で心胸比0.60以上のもの

②心電図で陳旧性心筋梗塞所見があるもの

③心電図で脚ブロック所見があるもの

④心電図で完全房室ブロック所見があるもの

⑤心電図で第2度以上の不完全房室ブロック所見があるもの

⑥心電図で心房細動又は粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が10以上のもの

⑦心電図でＳＴの低下が0.2ｍV以上の所見があるもの

⑧心電図で第Ⅰ誘導、第Ⅱ誘導及び胸部誘導（ただしV１を除く。）のいずれかのＴが逆転した所見があるもの

（２）ペースメーカを植え込み、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、先天性疾患によりペースメーカを植え込みしたもの又は人工弁移植、弁置換を行ったもの。

※2腎臓機能障害

腎臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml／分未満、又は血清クレアチニン濃度が8.0㎎／dl以上であって、かつ、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるか、又は血液浄化を目的とした治療を必要とするものもしくは極めて近い将来に治療が必要となるもの。

※3呼吸器機能障害

予測肺活量１秒率、動脈血ガスおよび医師の臨床所見により、呼吸困難が強いため歩行がほとんどできないもの、呼吸障害のため予測肺活量1秒率が測定できないもの、予測肺活量1秒率が20以下のものまたは動脈血O2分圧50Torr以下のもの。

予測肺活量1秒率とは、１秒量（最大呼気位から最大努力下呼出の最初の1秒間の呼気量）の予測肺活量（性別、年齢、身長の組み合わせで正常ならば当然あると予測される肺活量の値）に対する百分率である。

※4ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

ヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

（１）CD4陽性Tリンパ球数が200／μl以下で、次の項目（①～⑫）のうち6項目以上が認められるもの。

①白血球数について3,000／μl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

②Hb量について男性12g／dl未満、女性11g／dl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

③血小板数について10万／μl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

④ヒト免疫不全ウイルス－RNA量について5,000コピー／ml以上の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く

⑤1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が月に7日以上ある

⑥健常時に比し10%以上の体重減少がある

⑦月に7日以上の不定の発熱（38℃以上）が2カ月以上続く

⑧1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある

⑨1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある

⑩口腔内カンジダ症（頻回に繰り返すもの）、赤痢アメーバ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症（頻回に繰り返すもの）、糞線虫症及び伝染性軟属腫等の日和見感染症の既往がある

⑪生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である

⑫軽作業を越える作業の回避が必要である　
（２）回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態のもの。注：接種に当たっては、HIV感染の治療に当る主治医の意見を十分に聞いたうえで、本人への説明をつくして意思を確認し、接種可否を慎重に決定する（平成13年12月16日健感発第82号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）
川越町健康推進課


電話　059-365-1399


FAX　059-365-2940


メールアドレス


k-kenkou＠town.kawagoe.mie.jp��











